
福祉保健部 マネジメント方針 
 

福祉保健部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を

定めました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和 3年 4月 1日 

福祉保健部長  齊 藤 正 直 

 

【基本方針】 

 

人口減少や少子高齢化が進展する中、人間関係の希薄化や地域コミュニティの衰退な

ど、地域を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このような状況の中、市民や地域の様々な活動団体、行政などが連携・協働し、互いに

助け合い、支え合う関係づくりを更に進めていく必要があります。 

本市に住む高齢者や障がい者、子育て世帯をはじめ、市民一人ひとりに寄り添った施策

を推進し、誰もが安心して住み慣れた地域で生涯健康に暮らすことができる社会の実現を

目指します。 

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、ワクチンの円滑で迅速な接種に向け

た取組と感染症対策の徹底を進めるとともに、健康づくりや生活習慣病の予防を推進し、

市民の健康と安全を守ります。 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．地域共生社会の実現を目指します 

Ⅱ．子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

Ⅲ．高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアを推進します 

Ⅳ．障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します 

Ⅴ．生活困窮者の自立を支援します 

＜保健衛生局担当＞ 

Ⅵ．（Ⅰ）新型コロナウイルスのまん延防止に向けて感染症対策に取り組みます 

Ⅶ．（Ⅱ）公衆衛生の拠点として市民の安全を守ります 

＜新型コロナウイルスワクチン接種担当＞ 

Ⅷ．（Ⅲ）新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を進めます 

Ⅸ．（Ⅳ）母子保健の拠点として妊娠期から切れ目ない支援を行います 

Ⅹ．（Ⅴ）市民の健康な生活を応援します（保健衛生局含む） 

 



【行動目標】 

 

組織目標Ⅰ 地域共生社会の実現を目指します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１ ○新地域で支え合う支援体制の構築 

少子高齢化による人口減少の進展に加え、家族や地域のつながりの希薄化

などにより、ひきこもりや「８０５０問題（※1）」など福祉ニーズが多様

化・複雑化しています。 

その中で、高齢者や障がい者、子育て世代などが安心して地域で暮してい

けるよう、地域共生社会（※2）の実現に向け、令和 4年度から 5年間の施策

の方向性を示す第四次福井市地域福祉計画（令和 4年度～8年度）を策定しま

す。 

 

 

 

 

※1 8050（はちまる・ごうまる）問題 

80 歳代の親と 50 歳代の子どもの組み合わせによる生活問題。親が要介護状態

になったり、ひきこもりなど無職の中年世代の子どもが親の年金に依存していく

など、経済問題や健康問題が生じれば一家全体が困窮に陥る可能性が高い。 

 

※2 地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民が

「我が事」として参画し、世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

第四次福井市地域福祉計画の策定 ： 3月  



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２ 継続的につながり続ける支援体制の強化 

生活困窮者等から「自立サポートセンターよりそい」に寄せられる相談は

年々増加し、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、急増してい

ます（※1）。 

この状況を受け、複雑化・複合化した相談に対しては、庁内関係所属はも

とより様々な支援機関と連携し、それぞれの状況に応じた適切な支援を行っ

ていきます。 

また、「よりそい」のアウトリーチ（※2）による訪問を強化し、生活困窮

やひきこもりなどを早期に発見し、社会参加に向けて継続的に働きかけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「自立サポートセンターよりそい」に寄せられた相談件数の推移 

H29：2,342 件 H30：3,151 件 R1：3,727 件 R2：5,060 件 

 

※2 アウトリーチ 

支援が必要であるにも関わらず届いていない人に対し、行政や支援機関が積極

的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス 

 

※3 福祉総合相談窓口 

担当部署が不明な福祉に係る相談等を受け付ける窓口 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

庁外支援機関との連携件数 

：1,030件（元年度）→1,029件（2年度）→1,100件（3年度） 

アウトリーチによる訪問件数 

：69件（元年度）→91件（2年度）→150件（3年度） 

福祉総合相談窓口（※3）の開設に向けた検討 



 

  

組織目標Ⅱ 子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

 

行動目標 SDGs 指標 

３ 児童虐待防止の推進 

増加傾向にある児童虐待等に対応するため、要保護児童対策地域協議会

（※1）をはじめ、関係機関との連携により情報交換や役割分担をしながら適

切に支援を行い、児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応に努めます。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で見守り機会が減少し虐待リスク

が高まることを防ぐため、市と民間団体の連携により見守り体制を強化し、

虐待の発生予防等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※1 要保護児童対策地域協議会 

児童相談所をはじめ、警察、医師会、保育園・認定こども園、小中学校、健康

管理センターなども含めた関係機関と連携し、要保護児童を取り巻く情報交換を

行うとともに、児童とその家族への支援について協議を行っている。 

開催される会議は、「代表者会議」、「実務者会議」、「実務者運営会議」、「個別

ケース検討会議」から構成される。 

 

※2 実務者運営会議 

児童相談所、子ども家庭センター、庁内の関係部署の実務者が出席し、要保護

児童対策地域協議会で支援しているすべてのケースの支援状況や虐待リスクの

確認、支援方針の見直し等を行っている。 

 

※3 支援対象児童等見守り強化事業 

子どもの見守り体制を強化し虐待の発生予防等を図るため、食事の提供や学習

支援などの活動を通じた居場所づくりや、食事・食材の配布を通じた気がかりな

子どもの早期発見に取り組む民間団体に対して運営費を補助する。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

実務者運営会議（※2）開催数 

： 12回（元年度）→ 11回（2年度）→ 12回（3年度） 

支援対象児童等見守り強化事業（※3）実施団体数 ： 2団体 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

４  ひとり親家庭支援の充実 

ひとり親家庭が経済的に安定し自立した生活が送れるよう、ひとり親家庭

就業・自立支援センターにおいて、生活上や経済上の悩みなどの相談に総合

的に応じるとともに、手当や貸付、自立に向けた資格取得等の支援を行いま

す。 

また、養育費確保を支援するため、弁護士による養育費に関する専門相談

を行うほか、養育費の公正証書作成等に助成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  子どもの貧困対策の推進 

  生まれ育った環境に左右されることなく子どもが健やかに育ち、教育機会

に格差が生じないよう支援することが重要です。 

このことから、生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対し、基本的な生

活習慣の習得支援を含めた学習支援教室を開催します。 

 

 

 

 

 

学習支援教室の登録者数 

          ： 46人（元年度）→ 55人（2年度）→ 70人（3年度） 

ひとり親家庭就業・自立支援センター相談業務の認知度 

： 25.2％（元年度）→ 43％（2年度）→ 50％（3年度） 

養育費等相談を弁護士につないだ件数 

        ： 4件（元年度）→ 7件（2年度）→ 10件（3年度） 



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

６ 教育・保育の量の確保と質の向上 

    第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2年度～6年度）に基づき、森

田地区での私立園 3園の整備を進めるとともに、公私立園の定員の弾力化等

により入園の希望に応えられるよう努めます。また、公立の「拠点園」（※）

の配置計画を進めます。 

  さらに、質の向上については「福井市の認定こども園、保育所等における

質の向上のためのアクションプログラム」（令和 2年度～6年度）に基づいて

研修の充実に努め、公開保育・園内研修の促進のほか、小学校との交流や合

同研修会の実施等により、職員の資質と専門性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※ 拠点園 

第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度～6 年度）において、市内 13

区域の各区域に 1 園、公立の「拠点園」の配置を進めることとしている。拠点園

は、地域における公私立園ネットワークのコーディネーター的役割を担うほか、

特別な配慮が必要な子ども（障がい児、医療的ケア児、虐待等による要保護児

童）の受入、年度途中入園の受入に対応する。 

 
 

○総 43  待機児童 0（ゼロ）の維持 

    公開保育の実施  

：14カ所（元年度）→ 10カ所（2年度）→ 15カ所（3年度）  



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

７  子育て支援事業の充実 

子育て世代や祖父母世代など地域の皆で支えあい安心して子育てができる

よう、子育て・孫育て出前講座を開催します。 

また、地域子育て支援センター（※1）においても、親同士の交流の場を提

供するほか、子育てに対する不安や悩みの解消及び親としての成長につなげ

るため、子育て相談や講演会等を実施します。 

さらに、多様化するニーズに応えるため、各種子育て支援事業（※2）の開

設曜日や利用時間帯、開設場所などについて検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

※1 地域子育て支援センター 

市内に 12 カ所設置しており、子育て中の親子(概ね 4 歳未満の児童とその保

護者)が気軽に集い、一緒に遊べる場所を提供するとともに、子育て相談や講演

会等を開催している。 

 

※2 子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、すみずみ子育てサポート事業、一時預かり事業、

病児保育事業、子育て支援短期利用事業 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

子育て・孫育て出前講座の参加者満足度 

： 88.2％（2年度）→ 90％（3年度） 

子育て支援事業の充実に向けた見直し ： 3月まで 



 

 

組織目標Ⅲ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアを推進します 

 

行動目標 SDGs 指標 

８  ○総高齢者の総合相談体制の充実 

高齢者やその家族が、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センター

に、気軽に相談できるよう、その活動を広く市民に周知します。 

また、「老々介護」や「多重介護」、「引きこもり」等、複雑で多様化した高

齢者問題に適切に対応できるよう、地域包括支援センター職員の質の向上を

図るための研修会を開催するとともに、困難事例には、市職員も協力して対

応に当たります。 

さらに、地域での見守りを強化するため、民生委員や介護サービス事業者

に対し、その連携が適切に図れるよう、虐待や困難事例への対応について研

修を行います。 

 

 

 

 

 

 

※ 総合相談 

高齢者が安心して地域で生活できるよう、介護・医療・保健・福祉など、あら

ゆる側面からの相談 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

９ 介護予防活動の充実・拡大 

  高齢者が身近な場所で気軽に介護予防に取り組めるよう、地域における通

いの場である「自治会型デイホーム」の内容充実に加え、「いきいき長寿よろ

ず茶屋」の設置個所の拡大に取り組みます。 

 また、コロナ禍における、高齢者の閉じこもりによるフレイル（※1）を予

防するため、自宅でできる体操の普及等、新しい生活様式を取り入れた、介

護予防の周知啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

※1 フレイル 

心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながり等)が低下し、健康と要介護

状態の間の虚弱な状態。予防には「運動」「栄養」「社会参加」が重要と言われ

ている。 

 ※2 いきいき百歳体操 

0～1.2 ㎏まで 12 段階に負荷を調節可能な錘バンドを、手首、足首につけて

運動を行うことで、筋力とバランス能力を高める体操 

 

○総 45 総合相談延べ件数（※） 

： 27,792件（元年度）→ 28,400件（2年度見込）→ 28,500件（3年度） 

地域包括支援センター職員を対象とする研修回数 

： 12回（元年度）→7回（2年度）→ 10回（3年度） 

いきいき長寿よろず茶屋の新規設置数  

： 3カ所（元年度）→ 5カ所（2年度）→ 4カ所（3年度） 

いきいき百歳体操実施新規グループ数（※2）  

： 5グループ（元年度）→ 2グループ（2年度）→ 3グループ（3年度） 



  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１０ ○総高齢者を支える生活支援体制の構築 

在宅での生活に支援が必要な一人暮らし高齢者等に対し、介護サービスに

加え、住民がゴミ出しや買い物などの生活支援を行う、介護サポーター(※)

の登録者数の増加に努めます。 

また、高齢者向け住宅の整備を促進するため、空き家等を活用した高齢者

向け住宅の運営モデルを作成し、広く民間事業者に対し周知します。 

 

 

 

 

 

 

※ 介護サポーター 

介護保険施設等で配膳やレクリエーション等の補助を行ったり、在宅の 1 人暮

らし高齢者等にゴミ出しなどの生活支援等の活動を行う者。令和 3 年度から、対

象者を 40 歳以上に拡大する。 

 

 

１１ ○総認知症施策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができる

よう、認知症に対する正しい知識の普及に努めます。 

また、「あたまの元気度調査」を活用した認知症の早期発見に努めます。 

認知症の高齢者に対しては、認知症初期集中支援チームによる早期介入を

行い、適切な支援に繋げます。 

さらに、嶺北圏域での成年後見制度の利用を促進するため、令和 4年度の

開設を目指す広域中核機関（※）の設置準備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 広域中核機関 

成年後見制度に関する広報、相談、受任者調整(マッチング)、担い手育成、後

見人支援等を担う。ふくい嶺北連携中枢都市ビジョンに基づき、嶺北圏域での設

置を目指している。 

 

 

○総 11 在宅高齢者の生活支援に取り組む介護サポーター数 

： 85人（元年度）→ 151人（2年度）→ 160人（3年度） 

空き家等を活用した高齢者向け住宅の運営モデル作成 ： 3月 

    「あたまの元気度調査」実施者数  

： 6,276人（元年度）→ 3,456人（2年度）→ 6,500人（3年度） 

○総 39  認知症初期集中支援チームの支援者数  

： 54人（元年度）→ 55人（2年度）→ 55人（3年度） 

 ふくい嶺北圏域成年後見制度利用促進基本計画(令和 4 年度～8 年度)

策定 ： 8月 



 

 

組織目標Ⅳ 障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１２ 障がい者の相談支援体制の充実 

障がい者への課題が親の高齢化、子のひきこもり、虐待事案など複合的に 

絡み合い、対応が難しいケースが年々増加しています。 

こうした中、迅速に対応できるよう、相談支援専門員（※1）の質の向上を

図るため、事業所に対し研修等を実施し、地域の相談支援体制を強化しま

す。 

また、障がい相談支援事業所等(※2)が、定期的に連絡会を開催し、支援が

必要な方や社会資源（※3）の把握、連携強化のためのネットワークの構築を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 相談支援専門員 

障がいを持つ方やそのご家族の相談にのり、要望をうかがい、各種サービス

を紹介し、必要に応じて連絡調整を行う者。また、サービスを利用する上で、

サービスの利用計画の作成を行う者 

 

 ※2 障がい相談支援事業所等 

・地区障がい相談支援事業所 

市内を 4 つに地区割りし、身体・知的・精神の障がいに関わらず、障が

いがある方やご家族などの身近な相談窓口として支援が必要な方の把握や

障がい福祉サービスの紹介を行う。 

・発達障がい相談支援事業所 

子どもから大人までの発達障がいに関する専門の相談窓口で、発達障が

いに関するひきこもりや就労などの相談を行う。 

・特定相談支援事業所 

障がい福祉に関するさまざまな問題について相談に応じて必要な情報を

提供したり、障がい福祉サービス利用に必要な計画の作成、関係機関との

連絡調整を行う。 

 

 ※3 社会資源 

障がい者が利用できるサービスや施設等 

 

 ※4 基幹相談支援センター 

総合的、専門的な相談支援や地域の相談支援体制の強化、相談支援専門員へ

の研修を行うなど、中核となる相談支援機関 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

基幹相談支援センター（※4）の市内の相談支援事業所への訪問 ： 全事業所 

相談支援専門員への研修開催 

： 年 3回（元年度）→ 年 3回（2年度）→ 年 4回以上（3年度） 

相談支援事業所の連絡会の開催(新設) ： 年１回以上 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１３ 発達障がい児者への支援の充実 

発達障がいのある人への支援は、一人ひとりの状態を把握し、幼児期から

成人期まで一貫した支援を行うことが重要なことから、児童発達支援センタ

ー（※1）が障害児通所支援事業所を訪問するとともに、適切に対応できる人

材の育成に取り組みます。 

特に、高校から成人期にかけての支援について、関係機関との協議の場を

新たに設けます。 

また、子育て関連施設を利用する就学前の気がかりな子（※2）について

は、保育カウンセラーが施設を訪問し、発達障がいについて適切な助言、指

導を行います。 

 

 

 

 

 

 

  ※1 児童発達支援センター 

発達に遅れのある又は障がいのある子どもに対する通所施設。 

日常生活の基本的な動作や知識、技能の習得、集団生活への適応訓練などの

必要な支援を行う。家族が安心して子育てができるよう、家族への支援も行

う。 

また、障がい児支援の拠点である児童発達支援センターの機能について、柔

軟な相談対応による早期支援やきめ細かな不登校児支援、地域の事業所への支

援として障害児通所支援事業所を定期的に訪問し、子どもへのかかわり方等に

対応する助言や指導を行うなど障がいのある児童や保護者への対応を強化する

児童発達支援センター機能強化事業に取り組む。 

 

※2 気がかりな子 

発達障がいなどの中軽度障がい児若しくは重度障がい児以外の児童で、医療

機関等の専門機関で障がいの判定は受けていないが、落ち着きがない、集団行

動ができない、こだわりが強い、衝動的である等の行動があり、特別な配慮が

必要であると保育士等が判断する児童 

 

※3 発達障がい児者支援人材の育成 

相談支援専門員や障がい福祉サービス事業所指導員、保育士等を対象に、参

加者の経験等にあわせて、講義、事例検討、実習を行っている。 

 

※4 県との連携会議 

構成メンバーは、県障がい福祉課、県高校教育課、ふくい若者サポートステ

ーション、スクラム福井、福井市発達障がい相談支援事業所を予定 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

児童発達支援センター訪問指導事業所数  ： 20カ所以上 

発達障がい児者支援人材の育成（※3）数 ： 12人 

県との連携会議（※4）の開催回数       ： 1回 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１４ 障がい者の就労支援 

 障がい者が社会の中で自立した生活が送れるよう、雇用調整員による一般

企業への就職支援及び就労後の定着支援を行い、就労を継続するための支援

の充実を図ります。 

また、障がい者の特性等に応じた多様な就労の機会の確保を図るため、障

がい者就労支援施設や障がい者と農業者とのマッチング（※1）など、農福連

携（※2）による雇用機会の拡大に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 障がい者就労支援施設又は障がい者と農業者とのマッチング 

農業に興味のある障がい者就労支援施設への農業者の紹介又は農業への就労

を希望する障がい者と障がい者の雇用を希望する農業者とを市雇用調整員が橋

渡しを行うマッチング支援 

 

※2 農福連携 

農福連携とは、農業分野と福祉分野が連携することにより、福祉分野では農

業活動が障がい者の就労訓練や雇用の場となり、担い手の高齢化や減少が進む

農業分野では働き手の確保や地域農業の維持等につなげることを目的とする。 

 

※3 障がい者の一般就労移行者数 

障がい者雇用調整員の支援による一般就労への移行者数 

 

※4 就労定着支援者数 

障がい者雇用調整員により就労定着支援を実施した者の数 

定期訪問 ：就労後１週間、1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年、以後 1 年毎 

不定期訪問：随時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

○総 47 障がい者の一般就労移行者数（※3） 

： 18人（元年度）→ 19人（2年度）→ 20人以上（3年度） 

○総 47 就労定着支援者数（※4） 

： 27人（元年度）→ 29人（2年度）→ 30人以上（3年度） 

    障がい者就労支援施設又は障がい者と農業者とのマッチング 

： 1回以上 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１５ ○新災害時の支援体制づくり 

大雪の際など、自力での避難が困難な障がい者等（災害時要援護者）の安

否確認や避難支援において、より一層緊密な地域の協力体制が求められる

中、災害時の要援護者支援を円滑にするため、地域関係団体（※）代表者と

の協議の場を設置します。 

また、災害時や緊急時に加え、日常においても必要な支援等を求める場合

に使用するヘルプマーク（障がい者用防災スカーフ）、ヘルプカードの周知と

普及を図ります。 

 

 

 

 

 

※ 地域関係団体 

自主防災組織や消防団、福祉団体等、地域の団体組織 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 障がい者用防災スカーフ配布枚数（累計）  

： 419枚（元年度）→ 477枚（2年度）→ 550枚（3年度） 



 

  

組織目標Ⅴ 生活困窮者の自立を支援します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１６ 社会的・経済的自立の支援 

生活困窮者が抱える多様で複雑な問題に対応するため、「自立サポートセン

ターよりそい」においてそれぞれの状況に応じた適切な相談支援を行うとと

もに、関係機関と連携を図りながら、就労準備支援（※1）や家計改善支援

（※2）など相談者に寄り添ったきめ細かな支援を行います。 

また、就労可能な生活保護者の経済的自立に向けハローワーク等との連携

を密にし、就労訓練（※3）を行うなどケースワーカーと就労支援員の協働に

よる支援に取り組みます。 

特に、新型コロナウイルスの影響による生活困窮者の相談対応について、

引き続き自立に向け適切な支援につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 就労準備支援 

就労支援を行う際に、仕事に戻る自信がない、長年ひきこもり状態だった

等、様々な課題がある方へ、規律正しい生活への改善や、対人能力の向上など

の支援を行う。履歴書作成指導や模擬面接、パソコン教室など就職活動のサポ

ートも行う。 

 

※2 家計改善支援 

生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び

家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、家計再生プランの作成や

滞納の解消支援、生活に必要な資金貸付けのあっせんなどを行う。 

 

※3 就労訓練 

社会福祉法人や一般協力企業に就労体験の場を提供してもらい、就労への自

信回復や、就労意欲の増進を行いながら、一般就労への移行を支援していく。 

 
 
 
 
 
 
 

    生活困窮者新規就労者数 

： 167人（元年度）→ 160人（2年度）→ 170人（3年度） 

○総 48 生活保護世帯の新規経済的自立世帯数 

： 91世帯（元年度）→ 92世帯（2年度）→ 95世帯（3年度） 



 

  

組織目標Ⅵ（Ⅰ） 新型コロナウイルスのまん延防止に向けて感染症対策に取り組みます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１７ ○新新型コロナウイルス感染症対策の推進 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止については、感染者の早期発見や

入院等の措置が効果的であることから、積極的疫学調査（※）や、濃厚接触

者のほか接触の可能性がある方への検査等に取り組んでいます。 

今後も、引き続き積極的疫学調査を着実に行い、感染の可能性がある接触

者を幅広く捉えて早期に検査を実施するなど、迅速かつ的確に対応し、感染

症のまん延防止に努めます。 

 

 

 

 

※ 積極的疫学調査 

発症日から 2 週間前までの行動等を調査し、感染源との接触状況や感染経路を

究明するとともに、濃厚接触者の把握と健康観察等により感染拡大防止を図るこ

とを目的とするもの 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

積極的疫学調査の実施 



 

  

組織目標Ⅶ（Ⅱ） 公衆衛生の拠点として市民の安全を守ります 

 

行動目標 SDGs 指標 

１８ ○新食品衛生管理の推進 

改正食品衛生法の施行により、本年 6月から、原則全ての食品等事業者に

対して HACCP（※1）に沿った衛生管理が適用されるため、事業者に対して監

視指導（※2）を着実に行います。監視指導に当たっては、衛生管理計画の作

成状況や計画に基づく実施状況とその記録を確認するとともに、適切な衛生

管理の実施を指導することで食品衛生管理の推進を図ります。 

 

 

 

 

※1 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) 

原材料の入荷から、製造、出荷に至る全工程の中で起こり得る危害を洗い出

し、それらを低減・除去するために必要な管理方法を定めた衛生管理計画を作

成し、特に重要な工程を常時管理し記録を残すことで、安全を確保する衛生管

理の手法。 

 

※2 監視指導 

食品衛生法の規定により毎年度の策定が義務付けられている、福井市食品衛

生監視指導計画において、許可業種別の監視指導回数等を定め、食品等の安全

性の確保と食中毒等の飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

監視指導の実施件数 ： 2,400件 



 

  

組織目標Ⅷ（Ⅲ） 新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を進めます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１９ ○新新型コロナウイルスワクチン接種の推進 

新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐため、国の示すワクチン供給スケジュ

ール（※1）に合わせ、医師会等と協力することで接種体制（※2）を構築し、迅速か

つ円滑にワクチン接種を推進します。 

また、接種に関する正確な情報を迅速に発信することで、市民が安心して接種を

受けられる環境をつくり、接種率の向上を図ります。 

 

 

 

 

  ※1 ワクチン供給スケジュール（県内供給・高齢者分） 

4 月 5 日の週  2 箱    1,950 回分（5 回/瓶で算出） 

4 月 12 日の週 10 箱  9,750 回分 

4 月 19 日の週 10 箱  9,750 回分 

4 月 26 日の週 17 箱  16,575 回分 

         合 計  39 箱  38,025 回分 

・うち、9,810 回分（4,905 人分）が本市に配分される予定 

    ・4 月供給分は、試行的に高齢者施設（入所者、従事者）で接種 

    ・国は 6 月末までに全国すべての高齢者（約 3,600 万人）に 2 回接種できる数

量のワクチンを順次出荷するとしている。 

 

 ※2 接種体制の基本的考え方 

・個別接種をベースに集団接種を組み合わせる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ワクチンの供給に合わせた接種体制の構築 



 

  

組織目標Ⅸ（Ⅳ） 母子保健の拠点として妊娠期から切れ目ない支援を行います 

 

行動目標 SDGs 指標 

２０ 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の推進 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、「妊娠・子育てサポートセンタ

ーふくっこ」（※1）において、支援が必要な母子を早期に把握し、専門職に

よる相談体制の充実を図ったうえで、保健・福祉・医療等の関係機関と連携

した切れ目ない支援を行います。 

また、生後 4カ月までの乳児を保健師又は助産師等が全戸訪問すること

で、子育て支援サービスの情報提供や育児支援を確実に行うとともに、虐待

の防止にも努めます。 

さらに、支援が必要な産婦には産後ケア事業（※2）を活用するなど、支援

プランに基づくきめ細かな支援を実施します。 

 

 

 

 

 

※1 妊娠・子育てサポートセンターふくっこ 

・妊娠届出時の妊婦全数面接相談及び情報提供   

・妊娠・出産・子育てに関する母子相談窓口    

・要支援者（若年や心身に不調がある妊産婦等）の把握及び支援プランの作成 

・保健・福祉・医療・教育等の関係機関との連絡調整及び連携体制の整備 

 

※2 産後ケア事業 

・対象者：心身の不調や育児不安がある等支援が必要な産後１年までの母子 

・種 類：宿泊型、通所型、訪問型 

・内 容：母体の健康管理、児の発達チェック、授乳指導や沐浴指導等 

・委託機関：市内産科医療機関等（4 機関） 

 

 ※3 乳児家庭訪問実施率 

：生後 4 カ月までの乳児家庭の訪問・面接実件数／対象者数×100 

 

※4 専門職による個別相談 

・助産師相談（月 1 回） 

妊産婦の出産・育児に関する様々な不安軽減のため、助産師による専門的

な育児相談、指導等を実施する。 

・心理カウンセラー相談（月 2 回） 

臨床心理士等による有資格者が、育児不安やストレス、家族関係の悩みの相談

に対応し、対処法など具体的な助言や心理的支援を実施する。 

 

乳児家庭訪問実施率(※3)   ： 99.5％ 

専門職による個別相談（※4） ： 36回 



 

  

組織目標Ⅹ（Ⅴ） 市民の健康な生活を応援します（保健衛生局含む） 

 

行動目標 SDGs 指標 

２１ ○新自殺対策における相談体制及び人材育成の充実 

長引くコロナ禍の影響を受け、失業や生活苦、家庭環境の変化等により全

国的に自殺者が増加し、今後も自殺リスクの高まりが危惧されます。そのた

め、不安や悩みを抱えた市民の相談に応じる相談会を毎月 1回実施します。 

また、市民や地域の支援に関わる人等に対してゲートキーパー（※）養成

研修を実施し、自殺対策を支える人材を育成します。 

 

 

 

 

 

 

※ ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自殺対策にかかる相談会の開催 ： 12回 

ゲートキーパー養成研修受講者数(累計) 

        ： 981人（元年度）→ 1,022人(2年度)→ 1,250人(3年度) 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２２ 福井市国民健康保険加入者の健康増進 

データヘルス計画（※1）に基づき、特定健診・特定保健指導の受診率等を

向上させ、加入者の生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図ります。 

特定健診については、過去の受診結果を基にした、個別のアドバイス付き

の受診勧奨通知を送付するとともに、ショッピングセンターなどで気軽に受

診できる機会を増やします。 

また、特定保健指導については、健診当日に指導対象者に初回面接を実施

するとともに、健診結果と同時に保健指導の案内を送付し、効果的な利用勧

奨を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 データヘルス計画（計画期間:平成 30 年度～令和 5 年度） 

特定健診や医療機関受診等のデータを活用し、効果的・効率的な保健事業を

実施するための計画で、特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定め

る「特定健康診査等実施計画」と一体的な計画として策定 

 

※2 特定健診：メタボリックシンドロームに着目した健康診査。 

内臓脂肪の蓄積を把握し生活習慣病の予防を図ることが目的。 

対象者 ：国民健康保険の被保険者で、年度内に 40～74 歳到達者 

    受診率 ＝ 特定健診受診者数／特定健診対象者数 

    令和 2 年度実績（見込） 9,299 人／35,764人≒26.0％ 

    令和 3 年度目標（第七次総合計画の目標値）   41.0％ 

 

※3 特定保健指導：特定健診等受診後、メタボリックシンドロームのリスク数に応

じ、生活習慣の改善が必要な方に行う保健指導。 

    対象者     ：特定健診・人間ドックの結果、腹囲、血糖値等が所定の値を上回

る方。(糖尿病、高血圧症等で薬剤治療中の方は除く) 

    実施率 ＝ 特定保健指導利用者数／特定保健指導対象者数 

    令和 2 年度実績（見込）  158 人／  746人≒21.2％ 

     令和 3 年度目標（データヘルス計画の目標値） 33.0％ 

 

○総 40  特定健診（※2）受診率 

： 31.8%（元年度）→ 26.0%（2年度見込）→ 41.0%（3年度） 

特定保健指導（※3）実施率 

     ： 13.1%（元年度）→ 21.2%（2年度見込）→ 33.0%（3年度） 



 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２３ コロナ禍における健康づくりの推進と生活習慣病の発症予防 

新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぎ健康の二次被害（※1）を起こさ

ないためには、日頃の健康管理が重要です。このため、YouTubeや Facebook

（SNS）を活用し、新しい生活様式に基づいた正しい健康情報や動画を発信し

ます。 

また、検診については、安心して受診できる環境を整え、特に罹患数及び

死亡数が多い大腸がん検診受診率（※2）の向上に一層取り組みます。 

さらに、これらを積極的に取り組むため、検診や健康づくりの取組に応じ

抽選で賞品を付与する「健康１０１チャレンジ事業」（※3）の普及に努め、

動機付け強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 健康の二次被害 
外出自粛により身体活動や社会参加の機会が減少することで起こる健康被害。

免疫力や筋肉量の低下、糖尿病や高血圧などの基礎疾患の悪化、認知機能の低下、
ストレスによるこころの病気等。 

 
※2 大腸がん検診受診率 

40～69 歳までの受診者数／40～69 歳までの県推計対象者数 
 
※3 健康 101 チャレンジ事業 

健康づくりの取組の動機づけ・定着を目的とした事業。ウォーキングやベジ・
ファースト等、健康づくりの目標を設定し、健康づくりや生活習慣改善の取組や
検診受診等でポイントを付与、一定のポイントに達成した方を対象に、抽選で賞
品（協賛企業から提供）を進呈する。 

 

ＳＮＳ（Facebook）を通じた正しい健康情報の発信 

: 27回 (2年度)→ 30回（3年度） 

大腸がん検診受診率(※2) 

: 25.8％（元年度）→ 20.2% (2年度)→ 20.5％（3年度） 




